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件 名 令和５年度　加東市立社中学校校舎長寿命化改修工事

場 所 加東市木梨1134番地62（加東市立社中学校）ほか

工 事 番 号

制限付一般競争入札発注情報（工事）

公 告 日 令和 6 年  3 月 13 日

建築一式工事工 種

加東市社中学校の長寿命化改修工事　一式（既存校舎棟(改修) 5,711.15m2、技術棟(改修)675.00m2、
職員棟(増築)297.68m2、ほか附帯工事一式）

概 要

※詳しくは設計図書等を参照すること

施 工 期 間

制限付一般競争入札（事後審査型）入 札 方 式

開 札 日 時 場 所 令和 6年 5月 9日(木)  9時15分 （予定）　加東市役所5階501会議室

入 札 日 時

低 入 札 価 格 調 査 制 度 適用

入 札 保 証 金

契 約 保 証 金

免除

加東市契約規則第29条の規定による

前 払 金

部 分 払 金 等

加東市ホームページ（入札・契約情報）からダウンロードしてください設 計 図 書 等

令和 6年 5月 7日(火)  9時00分　から　令和 6年 5月 8日(水) 15時00分　まで　

契約締結日の翌日 から 令和 7年 3月25日 まで 

有

有

□公告日現在で「令和5年度加東市建設工事入札参加資格者名簿」に登録されていること入札参加条件

【単体企業の要件】単体企業

地域要件

□地域要件なし

対象ランク等

□建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建築工事業の特定建設業許可を有する者。

□建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建築一式工事にかかる経営規模等評価結果通知書の

総合評定値が1,400点以上である者。

施工実績

□平成25年度以降に地方公共団体又はこれらに準ずる機関（公社、事業団等）発注による、地上3階建

て以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造による公共的施設の建築物で、以下の

①又は②に該当する工事を元請として受託し、施工を完了した実績を有する者。

①　新築又は増改築を行った延床面積が3,000㎡以上の工事

②　改修（長寿命化、大規模又は耐震化のいずれか）を行った延床面積が3,000㎡以上の工事

【特定建設工事共同企業体の代表者の要件】共同企業
体

地域要件

□地域要件なし

対象ランク等

□建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建築工事業の特定建設業許可を有する者。

□建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建築一式工事にかかる経営規模等評価結果通知書の

総合評定値が1,250点以上である者。



施工実績

□平成25年度以降に地方公共団体又はこれらに準ずる機関（公社、事業団等）発注による、地上3階建

て以上の鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造による公共的施設の建築物で、以下の

①又は②に該当する工事を元請として受託し、施工を完了した実績を有する者。ただし、特定建設工事

共同企業体としての実績は代表者としての施工実績に限る。

①　新築又は増改築を行った延床面積が3,000㎡以上の工事

②　改修（長寿命化、大規模又は耐震化のいずれか）を行った延床面積が3,000㎡以上の工事

【特定建設工事共同企業体の代表者以外の要件】

地域要件

□地域要件なし

対象ランク等

□建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建築工事業の特定建設業許可を有する者。

□加東市外に本店又は支店等を有する者にあっては、建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建

築一式工事にかかる経営規模等評価結果通知書の総合評定値が930点以上である者。

□加東市内に本店又は支店等を有する者にあっては、建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建

築一式工事にかかる経営規模等評価結果通知書の総合評定値が710点以上である者。

【構成員の出資比率】

□企業体の構成については、2者以上3者以内の自主結成とし、それぞれの出資比率は以下のとおりと

する。

　・代表者の出資比率は、当該企業体の構成員中最大とする。

　・2者による結成の場合、1者の出資比率は30%以上とする。

　・3者による結成の場合、1者の出資比率は20%以上とする。

【単体企業及び特定建設工事共同企業体の代表者については、以下の要件をすべて満たす技術者

を、本工事に専任で配置できる者】

□一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有し、建築工事業の監理技術者資格者証及び監

理技術者講習修了証を有する者で、自社と直接的かつ恒常的な雇用契約にある技術者（公告日現在で

3箇月以上の雇用契約がある者）を専任で配置すること。

□同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合、他の工事を落札したことにより、

配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、入札参加申込書を提出し

た者は、直ちに入札の辞退を行うこと。

□落札者は、契約期間中、入札参加申込時に提出した配置技術者を当該工事現場に配置すること。な

お、病休、死亡、退職等による特別な場合として市が認めた場合は除く。（この場合においても配置技術

者の要件をすべて満たす者を代わりに配置すること。）

配置技術
者

【特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、以下の要件をすべて満たし、かつ建設

業法に定められた技術者を、当該工事に専任で配置できる者】

□一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有し、自社と直接的かつ恒常的な雇用契約にある

技術者（公告日現在で3箇月以上の雇用契約がある者）を専任で配置すること。

□本工事に係る設計業務受託者(株式会社大建設計)と資本面、人事面において以下の関連がない

者。

　・当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を

超える出資をしている者。

　・代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。

その他

□地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項の規定に基づく加東市の入札参加資格

基準による入札参加の資格制限に該当しないこと

□建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する経営規模等評価結果通知書の有効期間が契約締結予

定日（令和6年5月中旬予定）まで有することが確認できる者

□入札参加申込期限日において、加東市の指名停止基準に基づく指名停止を受けておらず、同基準

に基づく指名停止の措置要件に該当しないこと

□公告日現在で、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと

□加東市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成24年加東市条例第22号）第2条（第4号を除

く。）に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと



入札参加資格
確 認 資 料

申込期間 17 時 15 分 令和 6 年  3 月 28 日(木) まで

※制限付一般競争入札参加申込書に申込者名等を入力し電子入札システムにより送信すること

制 限 付 一 般 競 争 入 札
参 加 申 込 書

加東市ホームページ（入札・契約情報）からダウンロードしてください

□制限付一般競争入札参加申込書兼誓約書（単体企業用）

□制限付一般競争入札参加申込書兼誓約書（特定建設工事共同企業体用）
提出書類

□特定建設工事共同企業体協定書（特定建設工事共同企業体においては、入札参加申込みを行う前に

加東市総務財政部管財課（加東市役所4階）まで代表者が提出すること（持参のみ））

□建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する建築工事業の特定建設業許可が確認できるもの

※特定建設工事共同企業体においては構成員すべて提出

□経営規模等評価結果通知書の写し （最新のものかつ建築一式工事の完成工事高を有するもの）

※特定建設工事共同企業体においては構成員すべて提出

□施工実績調書（入札参加条件に定める施工実績を記載。複数ある場合は直近のもの）。添付資料として

実績が確認できる契約書、仕様書の写し及びコリンズ実績データ。

□配置予定技術者届出書（入札参加条件に定める配置予定技術者を記載。複数名提出可）。添付資料と

して技術者の資格が確認できる登録証明書などの写し及び正社員として雇用していることが確認できるも

の（保険証の写し等。ただし、保険証の写しを提出する場合は、保険者番号及び被保険者の「記号・番号」

をマスキングすること。）※特定建設工事共同企業体においては構成員すべて提出

に対する質問

入札日の前日までに、電子入札システムに登録されているE-mail（紙入札の場合は登録されているFAX
番号）あてに一斉回答

【送信後に必ずTEL（0795-43-0414）連絡のこと】

令和 6 年  4 月 15 日(月) 17 時 15 分 まで

質問書の受付はE-mail（nyusatsu@city.kato.lg.jp）のみ
※様式は加東市ホームページ（加東市一般（指名）競争入札関係【様式】）からダウンロードしてください

質問の
回答方法

質問の
受付期間

質問の
受付方法

設 計 図 書 等



そ の 他 □この公告に定めのないことについては、加東市契約規則及び加東市電子入札運用基準の規定による

□加東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により市議会の議決案件であ

るため、落札決定後、市が作成した建設工事請負契約書により仮契約を締結します。この契約は、地方自治法(昭和

22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定による議会の議決があったとき、地方自治法第234条第5項に規定する本

契約となります。

□本案件は、加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例及び同条例施行規則(以下、「条例等」と

いう。)を適用します。本案件の落札者となり契約を締結する事業者は、条例等に規定された事項を遵守しなければな

りません。

□設計図書の配布について

　仕様書、設計書及び図面（以下「設計図書」という。）は、DVD-R（1枚）とし、次のとおり交付します。

　・交付方法　令和6年3月13日（水）から設計図書交付申込書提出と引換えに総務財政部管財課にて交付します。

　　なお、交付した設計図書は入札参加申込期間締切日までに必ず返却してください。

□入札の参加申込みについて

　入札への参加を希望する者は、入札参加申込期間内に兵庫県電子入札共同運営システムから入札参加申込みを

行う際に「制限付一般競争入札参加申込書兼誓約書」を添付し、提出してください（事後審査のため、入札参加申込

時に入札参加資格確認資料の添付は不要）。

□入札に関する留意事項

　・本入札に関する資料等の作成に要する費用は、全て提出者の負担とします。

　・提出された資料等は、入札参加資格の確認以外には使用しません。

　・提出された資料等は、返却しません。

　・原則として資料等の差し替え及び再提出はできません。

　・電子入札システムにより提出しようとする資料等が3MBを超える場合は、持参又は郵送その他市が指定する

　　方法により提出してください。

　・申込書等に虚偽の記載をした者は、加東市の指名停止基準により指名停止となり、その者のした入札は無効と

　　なります。

　・入札時に積算内訳書を提出してください。ただし、積算内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、

　　その内容が入札金額を拘束するものではありません（様式は任意）。

　・落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該

　　金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とするので、入札者は、

　　消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

　　110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

□紙入札について

　加東市電子入札運用基準第11条の規定に基づき、紙入札による入札参加を希望する者は、入札参加申込期間内

に「紙入札承認申請書」、「入札参加資格確認資料(制限付一般競争入札参加申込書兼誓約書を含む)」及び「長形3

号封筒（244円分の切手を貼付し、返信先を記入すること）」を加東市総務財政部管財課（加東市役所4階）まで提出

(持参のみ)してください。

□入札参加資格確認資料の提出

　開札後、落札候補者は、市が指定した期限日までに入札参加資格確認資料(制限付一般競争入札参加申込書兼

誓約書を除く。)を加東市総務財政部管財課(加東市役所4階)に持参又はE-mail(keiyaku@city.kato.lg.jp)で提出して

ください(送信後に必ずTEL(0795-43-0414)連絡のこと)。

□低入札価格調査制度について

　本工事は、低入札価格調査対象となる工事であり、本公告に定めるもののほか下記のとおりとし、「加東市低入札価

格調査制度及び最低制限価格制度実施要綱」（以下、「要綱」という。）を確認した上で入札に参加してください。

　・調査基準価格は、要綱第5条を適用します。

　　※調査基準価格未満の入札があった場合は、落札者の決定を保留します。

　　※調査対象者は、3日以内に要綱第10条に規定する資料を提出してください（提出できない場合は失格）。

　・失格判断基準価格は、要綱第7条を適用します。

　　※失格判断基準価格を下回る価格で入札を行った者については、低入札価格調査を実施せずに失格とします。

□前払金について

　既定の上限額（1億円）を適用することなく、請負金額の10分の4以内の額とします。

□部分払について

　部分払は2回以内とします。

□地元業者の活用

　下請け発注や建設資材等の購入においては、加東市に本店又は支店等を有する地元業者を積極的に活用してく

ださい。


